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平成２７年１１月３０日 

上 野 精 養 軒 

 

公益社団法人東京労働基準協会連合会 

 



臨時総会次第 

１ 開 会 の 辞

２ 会 長 挨 拶

３ 議 長 就 任

４ 資 格 報 告

５ 議  事  

（１）第１号議案 合併契約の締結承認の件

 （２）第２号議案 合併に伴う存続法人の定款等の一部変更承認の件

 （３）第３号議案 代議員選任の件

 （４）報告事項 
報告１ 合併に伴う公益社団の概要

     報告２ 合併に伴う法令手続きについて

     報告３ その他

６ 議 長 解 任            総会終了

７ 閉 会 の 辞

 





第１号議案 

吸収合併契約書 
 

公益社団法人東京労働基準協会連合会（以下、「甲」という。）と一般社団法人中央労働

基準協会（以下、「乙１」という。）、一般社団法人立川労働基準協会（以下、「乙２」とい

う。）、一般社団法人青梅労働基準協会（以下、「乙３」という。）及び一般社団法人三鷹

労働基準協会（以下、「乙４」という。）（以下、乙１乃至乙４を総称して「乙」という。）

とは、合併に関し、次のとおり契約を締結する。

第１条（合併の方式）

１．甲及び乙は合併して、甲は存続し、乙は解散するものとする。

２．本契約当事者の名称及び住所は次のとおりである。

   甲：吸収合併存続法人

     名称 公益社団法人東京労働基準協会連合会

     住所 東京都江戸川区中央一丁目８番１号内宮ビル

   乙：吸収合併消滅法人

     

乙１ 名称 一般社団法人中央労働基準協会 
        住所 東京都千代田区二番町９番８

     乙２ 名称 一般社団法人立川労働基準協会

        住所 東京都立川市柴崎町二丁目２番２３号 第２高島ビル５階

     乙３ 名称 一般社団法人青梅労働基準協会

        住所 東京都青梅市河辺町五丁目１４番２号 
 西多摩小売酒販会館２階 

     乙４ 名称 一般社団法人三鷹労働基準協会

        住所 東京都三鷹市下連雀三丁目３３番１３号３０６

第２条（効力発生日） 
 合併の効力発生日（以下、「効力発生日」という。）は、平成２８年４月１日とする。

ただし、合併手続の進行に応じ必要があるときは、甲乙協議の上、これを変更する

ことができる。 
第３条（権利義務の承継） 

 甲は、効力発生日において、乙の資産、負債その他の権利義務の全部を承継する。 
第４条（善管注意義務） 

甲及び乙は、本契約締結の日から効力発生日に至るまで、善良なる管理者の注意を

もって業務の執行及び財産の管理運営を行うものとし、その財産及び権利義務に重
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要な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲乙協議の上、これを行う。 
第５条（従業員の引継） 

 甲は、効力発生日をもって、乙の従業員全員を甲の従業員として引き継ぐ。 
第６条（合併条件の変更等） 

 本契約締結の日から効力発生日に至る間において、天災地変その他の事由により、

甲又は乙の資産もしくは経営状態に重大な変動を生じたときは、甲乙協議の上、合

併条件を変更し又は本契約を解除することができる。 
第７条（合併契約の効力） 

 本契約は、甲及び乙の社員総会の承認を得られなかったときは、その効力を失う。 
第８条（規定外条項） 

 本契約に定めるもののほか、合併に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い甲乙協

議の上、これを決定する。  
以上、本契約の成立を証するため、本書５通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有

する。

 平成２７年１０月２６日

         東京都江戸川区中央一丁目８番１号内宮ビル

         （甲） 公益社団法人東京労働基準協会連合会

                 代表理事 佐 藤 博 恒   （印）

         東京都千代田区二番町９番８

         （乙１） 一般社団法人中央労働基準協会

                 代表理事 右 田 彰 雄   （印）

         東京都立川市柴崎町二丁目２番２３号 第２高島ビル５階

         （乙２） 一般社団法人立川労働基準協会

                 代表理事 鈴 木 一 弘   （印）

         東京都青梅市河辺町五丁目１４番２号 西多摩小売酒販会館２階

         （乙３） 一般社団法人青梅労働基準協会

                 代表理事 中 根 洋 一   （印）

         東京都三鷹市下連雀三丁目３３番１３号３０６号 

         （乙４） 一般社団法人三鷹労働基準協会

                 代表理事 前 村 幸 司   （印） 
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第１号議案の２ 

吸収合併契約書 

公益社団法人東京労働基準協会連合会（以下、「甲」という。）と人格なき社団である上

野労働基準協会（以下「乙１」という。）、足立荒川労働基準協会（以下「乙２」という。）、

江戸川労働基準協会（以下「乙３」という。）（以下、乙１乃至乙３を総称して「乙」と

いう。）とは、合併に関し、次のとおり契約を締結する。

第１条（合併の方式）

１．甲及び乙は合併して、甲は存続し、乙は解散するものとする。

２．本契約当事者の名称及び住所は次のとおりである。

   甲：吸収合併存続法人

     名称 公益社団法人東京労働基準協会連合会

     住所 東京都江戸川区中央一丁目８番１号内宮ビル

   乙：吸収合併消滅団体

    

 乙１ 名称 上野労働基準協会 

        住所 東京都台東区東上野五丁目１７番８号  

中銀第二東上野マンシオン１階店舗５ 

 合併の効力発生日（以下、「効力発生日」という。）は、平成２８年４月１日とす

る。ただし、合併手続の進行に応じ必要があるときは、甲乙協議の上、これを変

更することができる。 

第３条（権利義務の承継） 

 甲は、効力発生日において、乙の資産、負債その他の権利義務の全部を承継する。 

第４条（善管注意義務） 

甲及び乙は、本契約締結の日から効力発生日に至るまで、善良なる管理者の注意

をもって業務の執行及び財産の管理運営を行うものとし、その財産及び権利義務

に重要な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲乙協議の上、これを行う。
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     乙２ 名称 足立荒川労働基準協会

        住所 東京都足立区千住旭町１２番３

     乙３ 名称 江戸川労働基準協会

        住所 東京都江戸川区中央一丁目８番１号内宮ビル５階

     

第２条（効力発生日） 



第５条（従業員の引継） 

 甲は、効力発生日をもって、乙の従業員全員を甲の従業員として引き継ぐ。 

第６条（合併条件の変更等） 

 本契約締結の日から効力発生日に至る間において、天災地変その他の事由により、

甲又は乙の資産もしくは経営状態に重大な変動を生じたときは、甲乙協議の上、

合併条件を変更し又は本契約を解除することができる。 

第７条（合併契約の効力） 

 本契約は、甲及び乙の社員総会の承認を得られなかったときは、その効力を失う。 

第８条（規定外条項） 

 本契約に定めるもののほか、合併に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い甲乙

協議の上、これを決定する。 

 

以上、本契約の成立を証するため、本書４通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保

有する。

 平成２７年１０月２６日

          東京都江戸川区中央一丁目８番１号内宮ビル

     （甲）  公益社団法人東京労働基準協会連合会

          代表理事 佐 藤 博 恒  （印）

 

         東京都台東区東上野五丁目１７番８号  

中銀第二東上野マンシオン１階店舗５ 

     （乙１） 上野労働基準協会

           会長 村 松 與 章  （印）
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         東京都足立区千住旭町１２番３

     （乙２） 足立荒川労働基準協会

           会長 井 上  浩   （印）

          東京都江戸川区中央一丁目８番１号内宮ビル５階

     （乙３） 江戸川労働基準協会

           会長 羽 下  博   （印）

 



第２号議案 合併に伴う存続法人（公益社団法人東京労働基準協会連合会）の定款等の 

一部変更承認の件 

     別紙「公益社団法人東京労働基準協会連合会 

定款・諸規程」のとおり 
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第３号議案 代議員選任の件

 別紙 「公益社団法人東京労働基準協会連合会 代議員（候補者）名簿」のとおり。 
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臨時総会 報告事項

１ 合併に伴う公益社団東京労働基準協会連合会の概要

（１）報告１ 公益社団法人東京労働基準協会連合会事業・組織体系図

‐‐‐10 
（２）合併する各地区労働基準協会の概要 

イ 報告２ 実勢一覧（２７年度）           ‐‐‐11
ロ 報告３ 平成２６年度貸借対照表（本部支部別集計表） ‐‐12
ハ 報告４  同    正味財産増減計算書（同上）   ‐‐‐13 

（３）報告５ 公益社団法人東京労働基準協会連合会  
役員・代議員数一覧（平成２８年度）  ‐‐‐14 

２ 合併に伴う法令の手続きについて 
（４）報告６ 統合に係る当面の予定（統合準備スケジュール） ‐‐‐15 

イ 公益法人の変更認定申請について

ロ 債権者異議申立て手続きについて 
① 報告７ 事前開示書面              ‐‐‐16
② 報告８ 官報広告                ‐‐‐17
③ 報告９ ＨＰによる合併広告         ‐‐‐18－19
④ 報告１０ 事後開示書面（案）          ‐‐‐20 

ハ 登録講習の届出について

ニ 労働保険事務組合について 

３ その他   
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報告７ 吸収合併存続法人の事前開示書面

 

吸収合併契約に係る事前開示書面 

 

平成２７年１０月２６日

 

（合併存続法人） 公益社団法人東京労働基準協会連合会 

              代表理事 佐 藤 博 恒  （印） 

 当法人は、吸収合併存続法人として、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第２５

０条及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第７７条に基づき、下記のと

おり開示いたします。

１ 吸収合併契約の内容

  「別紙１」のとおりです。

２ 吸収合併消滅法人についての次に掲げる事項

  ・最終事業年度に係る計算書類等の内容

    「別紙２」のとおりです。

  ・最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状

況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 

    該当事項はありません。 

３ 当法人についての次に掲げる事項

  ・最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状

況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 

    該当事項はありません。

４ 合併後における吸収合併存続法人の債務の履行の見込みに関する事項

   両法人の財務状況からして、債務の履行に支障はないと見込んでおります。

５ 事前開示開始日以降に上記事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

   変更が生じた場合は、ただちに開示いたします。
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報告８ 官報広告

 



報告９ 

合併公告 

 

 下記団体は合併して甲は乙１から乙７までの権利義務全部を承継して存続し、乙１

から乙７は全て解散することにいたしました。

 効力発生日は平成２８年４月１日を予定しております。

 この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から１箇月以内にお申し出下

さい。

 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。

（甲）http://www.toukiren.or.jp

（乙１）下記のとおりです。

（乙５）http://www.tachikawa-roukikyo.or.jp

（乙６）下記のとおりです。

（乙７）http://www. mitaka-roukikyo.or.jp

 平成２７年１０月２６日

               東京都江戸川区中央１丁目８番１号内宮ビル

                  （甲）公益社団法人東京労働基準協会連合会

                            代表理事 佐藤 博恒

               東京都千代田区二番町９番８

                  （乙１）一般社団法人中央労働基準協会

                            代表理事 右田 彰雄 

                  東京都台東区東上野５丁目１７番８号中銀第二東上

野マンシオン１階店舗５ 

                  （乙２）上野労働基準協会

                              会長 村松 與章

               東京都足立区千住旭町１２番３

                  （乙３）足立荒川労働基準協会

                              会長 井上 浩

               東京都江戸川区中央１丁目８番１号内宮ビル５階 

                  （乙４）江戸川労働基準協会

                              会長 羽下 博 

東京都立川市柴崎町２丁目２番２３号第２高島ビル

５階 

                  （乙５）一般社団法人立川労働基準協会

                            代表理事 鈴木 一弘 
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               東京都青梅市河辺町５丁目１４番２号西多摩小売酒

販会館２階 

                  （乙６）一般社団法人青梅労働基準協会

                            代表理事 中根 洋一 

東京都三鷹市下連雀３丁目３３番１３号３０６ 

                  （乙７）一般社団法人三鷹労働基準協会

                            代表理事 前村 幸司
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報告１０ 事後開示書面

 

吸収合併に係る事後開示書面 

平成２８年４月１日

 

 公益社団法人東京労働基準協会連合会       

   代表理事 佐藤 博恒 （印） 

 当法人は、吸収合併存続法人として、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第２５

３条及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第８０条に基づき、下記のと

おり開示いたします。

１ 吸収合併が効力を生じた日

  平成２８年４月１日

２ 吸収合併消滅法人における債権者の異議に関する手続の経過

  吸収合併消滅法人は、平成２７年１０月２６日付で官報に公告を行うとともに、知れて

 いる債権者に対し各別の催告を行いましたが、期限までに異議を述べた債権者はありませ

 んでした。

３ 吸収合併存続法人における債権者の異議に関する手続の経過

  当法人は、平成２７年１０月２６日付で官報に公告を行うとともに、同日付で債権者に

 対し電子広告による催告を行いましたが、期限までに異議を述べた債権者はありませんで 

した。 

４ 吸収合併により吸収合併存続法人が吸収合併消滅法人から承継した重要な権利義務に関

する事項

  当法人は、本合併契約の効力発生日である平成２８年４月１日をもって、吸収合併消滅

法人である一般社団法人中央労働基準協会、一般社団法人立川労働基準協会、一般社団法

人青梅労働基準協会、一般社団法人三鷹労働基準協会、並びに人格なき社団である上野労

働基準協会、足立荒川労働基準協会及び江戸川労働基準協会から、その資産、負債その他

の権利義務の一切を承継いたしました。

５ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第２４６条第１項の規定により吸収合併消

滅法人が備え置いた書面に記載された事項

別紙のとおりです。 

６ 吸収合併による変更の登記をした日

  平成２８年４月１日

７ 上記のほか、吸収合併の関する重要な事項

  該当事項はありません。
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